
大阪市環境美化運動推進基金を充当する事業に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大阪市環境美化運動推進基金条例（以下「条例」という。）第５条の

規定に基づき、大阪市環境美化運動推進基金（以下「基金」という。）を充当する事業に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

（基金充当事業） 

第２条 基金を充当する事業（以下「基金充当事業」という。）は、次に掲げる事業とする。 

（１）市民、市民活動団体又は事業者が環境局と協働して環境美化の推進を図り、実践す

るための事業 

（２）前号に掲げる事業のほか、環境局長が本市の環境美化の推進に資すると認めた事業 

  

（充当金額） 

第３条 充当金額は、当該年度の運用益の状況に応じて、別途定めるものとする。 

 

（施行の細目） 

第４条 この要綱の施行について必要な事項は、環境局長が定める。 

 

 附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


